
個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 ケアマネジメント支援システム 

行政機関等の名称 東御市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

健康福祉部福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 地域包括支援センターの業務として、要支援者・事業対

象者のケアマネジメントに必要な帳票の作成を行うほ

か、給付管理や介護給付費の請求等に係る業務を行うた

め。 

記録項目 １ 被保険者の氏名、生年月日、年齢、住所、性別、世

帯構成、親族等連絡先 

２ 被保険者番号 

３ 要介護・支援区分、認定日、有効期間などの認定情

報、負担割合 

４ 家族構成、成育歴、日課、趣味、交友関係、通院病

歴 

５ アセスメント項目「運動・移動について」「日常生活

（家庭生活）について」「社会参加・対人関係・コミュニ

ケーションについて」「健康管理について」について聞き

取った内容 

６ サービス計画書 

７ 週間プラン、月間プラン（サービスの利用予定・実

績） 

記録範囲 東御市に介護保険資格を有し、介護保険及び介護予防日

常生活支援総合事業のサービスを利用している者 

記録情報の収集方法 本人からの届出、市区町村等からの通知、職員が本人へ

聞き取りを行ったもの。 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 長野県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名称）東御市健康福祉部福祉課 

（所在地）〒389-0592 長野県東御市鞍掛 197 番地 
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訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

- 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 介護保険システム 

行政機関等の名称 東御市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

健康福祉部福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 介護保険法に基づく介護保険資格記録管理、保険料賦

課・収納、宛名管理、受給者管理、給付実績記録管理に

係る業務を行うため。 

記録項目 １ 被保険者の氏名、生年月日、年齢、住所、性別、世

帯構成員 

２ 被保険者番号 

３ 第１号被保険者、第２号被保険者の別 

４ 介護保険料の賦課状況 

５ 介護保険で必要な個人及び世帯の所得状況 

６ 年金からの保険料天引き（特別徴収）情報 

７ 個人で保険料を納める（普通徴収）情報 

８ 生活保護情報の市町村名、受給の開始・廃止日 

９ 老齢福祉年金受給状況 

10 個人保険料の算式 

11 保険料減免の事由及び減免額 

12 介護保険に関する書類の送付先及び届出年月日・届

出者氏名 

13 転出先住所 

14 被保険者証交付状況 

15 要介護・支援区分、認定日、有効期間などの認定情

報 

16 訪問調査、主治医意見書の進捗状況 

17 認定調査に関わる主治医意見書及び訪問調査書 

18 適用除外情報 

19 保険料収納状況 

20 保険料納付代納情報 

21 保険料滞納者情報 
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22 ケアプラン作成届出状況の有無 

23 償還申請の有無 

24 介護サービスの利用状況とそのサービス提供事業者 

25 サービス受給者情報 

25 サービス利用に関しての減免・減額情報 

26 在宅・施設利用の介護サービス給付実績情報、高額

介護サービス費情報 

記録範囲 東御市に介護保険資格を有する者 

記録情報の収集方法 本人及び介護保険事業者からの届出、市区町村等からの

通知、職員の調査等をしたもの。 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 上田地域広域連合、長野県国民健康保険団体連合会 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名称）東御市健康福祉部福祉課 

（所在地）〒389-0592 長野県東御市鞍掛 197 番地 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

- 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

（実施なし） 
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作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 高齢者世帯台帳システム 

行政機関等の名称 東御市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

健康福祉部福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 地域における高齢者の実態を把握し、市の高齢者福祉施

策を推進する基礎資料とするほか、災害時等の緊急体制

作りなど、地域活動に役立てるための高齢者台帳の基礎

資料とする。 

記録項目 １ 世帯 ID、世帯主氏名、住所、電話番号 

２ 住民 ID、氏名、カナ氏名、性別、生年月日、年齢、 

３ 移動について（自立か介助か） 

４ 緊急時の対応優先順位（A～D、Y） 

５ 介護度 

６ 情報提供の可否、地域の中での支援体制の有無、火

災報知機・緊急通報装置・自動消火器の有無、 

７ 緊急連絡先情報（氏名、続柄、住所、電話番号） 

８ その他特記事項 

記録範囲 東御市に住所を有する全市民（ただし、台帳として表示

されるのは、高齢者のみ世帯または 65 歳以上の独居に該

当する世帯） 

記録情報の収集方法 市民課への個人情報目的外利用の申請、民生児童委員が

本人や家族へ聞き取りを行ったものを福祉課職員が聞き

取りを行う。 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 東御市民生児童委員協議会 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名称）東御市健康福祉部福祉課 

（所在地）〒389-0592 長野県東御市鞍掛 197 番地 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 
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個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 児童手当システム 

行政機関等の名称 東御市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

健康福祉部福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 児童手当の受給資格及び額の認定に係る審査、現況調

査、児童手当支給事務のために利用する。 

記録項目 １氏名、２住所、３性別、４生年月日、５連絡先、６国

籍、７在留資格、８勤務先、９年金種別、１０個人番

号、１１所得、１２転入年月日、１３転居年月日、１４

転出年月日、１５口座、１６配偶者氏名、１７配偶者住

所、１８配偶者生年月日、１９配偶者勤務先、２０配偶

者個人番号、２１配偶者所得、２２対象児童氏名、２３

対象児童住所、２４対象児童生年月日、２５対象児童続

柄、２６対象児童同別居、２７対象児童監護状態、２８

対象児童生計関係 

記録範囲 児童手当の受給者、受給者の配偶者、支給要件児童 

記録情報の収集方法 本人から提出された認定請求書等・市区町村からの通

知・職員が調査等をしたもの 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名称）東御市健康福祉部福祉課 

（所在地）〒389-0592 長野県東御市鞍掛 197 番地 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

― 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 
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行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 相談記録管理システム 

行政機関等の名称 東御市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

健康福祉部福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 地域包括支援センターの業務として、市民からの相談や

関係機関との連携を行った内容を記録するため。 

記録項目 １ 被保険者の氏名、生年月日、年齢、住所、性別 

２ 住民番号 

３ 相談時に聞き取りを行った内容 

  本人のニーズ、困りごとの内容、身体の状況、生活

環境、家族関係、キーパーソンの連絡先 等 

４ ケアマネジメントを行うにあたり取得した情報 

  介護保険の認定情報、受診の状況、病状、サービス

の利用状況、担当者会議での共有事項 等 

記録範囲 東御市に住所を有する全市民 

記録情報の収集方法 市民課への個人情報目的外利用の申請、職員が本人や関

係機関へ聞き取りを行ったもの。 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 なし 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名称）東御市健康福祉部福祉課 

（所在地）〒389-0592 長野県東御市鞍掛 197 番地 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提 － 
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案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 福祉医療システム 

行政機関等の名称 東御市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

健康福祉部福祉課 

個人情報ファイルの利用目的 福祉医療費の支給及び管理を行うため 

記録項目 1 氏名、２住所、３性別、４生年月日、５保険記号・番

号、６保険者番号、７被保険者または世帯主、８保険者

名称、９保険加入年月日、１０転入年月日、１１転居 

年月日、１２転出年月日、１３受給者番号、１４申請者

氏名、１５申請者住所、１６申請者生年月日、１７申請

者連絡先、１８申請者口座 

記録範囲 児童手当の受給者、受給者の配偶者、支給要件児童 

記録情報の収集方法 本人から提出された認定請求書等・市区町村からの通

知・職員が調査等をしたもの 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含む 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名称）東御市健康福祉部福祉課 

（所在地）〒389-0592 長野県東御市鞍掛 197 番地 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提 （実施なし） 
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案を受ける組織の名称及び所

在地 

行政機関等匿名加工情報の概

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 R４年度 障害者手帳所持者一覧 

行政機関等の名称 東御市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

健康福祉部福祉課援護係 

個人情報ファイルの利用目的 月末毎の障害者､精神､療育手帳所持者の記録（目的外利

用等のリスト作成の申請に対応するため） 

記録項目 １識別コード、2 名称、3 カナ名称、4 住所、5 世帯コー

ド、6 生年月日、7 性別、8 世帯主識別コード、9 世帯主

名、10 身体手帳識別コード、11 届出者氏名、12 届出者カ

ナ氏名、13 届出者電話番号、14 届出者住所、15 保護者識

別コード、16 保護者氏名、17 保護者カナ氏名、18 保護者

電話番号、19 保護者住所、20 申請書記載氏名、21 申請書

記載住所、22 進達機関名称、23 手帳番号、24 総合等級コ

ード、25総合等級名称、26障害名、27部位名称、28部位

等級名称、29宛先種別、30住所、31宛先名称、32宛先名

称カナ、33 本人名称、34 本人名称カナ 

記録範囲 Reams に入力されている者 

記録情報の収集方法 Reams での一覧作成 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 

含む 

記録情報の経常的提供先 市民課国保年金係 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名称）東御市健康福祉部福祉課 

（所在地）〒389-0592 長野県東御市鞍掛 197 番地 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

別途、個別法に基づき開示請求等ができますので、詳し

くは、所管部署（連絡先××）にお問合せください 

個人情報ファイルの種別 □法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 □無 
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行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所

在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

－ 

備 考  
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個人情報ファイル簿（単票） 

 

個人情報ファイルの名称 各種検（健）診ファイル 

行政機関等の名称 東御市長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

 

健康福祉部健康推進課 

個人情報ファイルの利用目的 各種検（健）診を実施するため 

記録項目 １氏名、２住所、３生年月日、４性別、５世帯主、６死

亡日、７転入日、８転出日、９郵便番号、10 国民健康保

険の資格に関する事項、11 後期高齢者医療保険の資格に

関する事項、12 世帯番号、13 住民コード、14 行政区コー

ド、15異動日、16異動事由、17カナ氏名、18受診状況、

19 希望受診検査項目 

記録範囲 東御市に住民登録を有する者 

記録情報の収集方法 本人からの申し出及び Reams との自動連携 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名称）東御市健康福祉部健康推進課 

（所在地）〒389-0502 長野県東御市鞍掛 197 番地 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

－ 

個人情報ファイルの種別 ☑法第60条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 政令第21条第７項に該当す

るファイル 

    □有 ☑無 

行政機関等匿名加工情報の提

案の募集をする個人情報ファ

イルである旨 

－ 

行政機関等匿名加工情報の提

案を受ける組織の名称及び所
（実施なし） 
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在地 

行政機関等匿名加工情報の概

要 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案を受ける

組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加

工情報に関する提案をするこ

とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情

報が含まれているときはその

旨 

－ 

備 考  
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